
 

 

緊急災害時における飲料提供に関する覚書 
 
 埼玉県（以下「甲」という。）と          （以下「乙」という。）とは、別表

の災害対応型自動販売機（以下「自販機」という。）による飲料の無償提供に関し、以下の

とおり覚書を締結する。 
 
（目的） 
第１条 本覚書は、別表の自販機の機内在庫飲料（以下「飲料」という。）を、緊急災害時

等に施設利用者又は地域住民等に提供する必要が生じた場合における飲料の無償提供

に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（提供の方法） 
第２条 甲は、震度６弱以上の地震又はそれと同等以上の災害が発生し、甲に災害対策本

部が設置され又はその可能性がある場合、第３条に定める自販機鍵を使って、乙の自販

機の飲料を取り出し、災害の被災者及び施設利用者に提供することができるものとする。 
２ 前項の実行は、甲の責任者又はその責任者があらかじめ指名した管理者（以下「管理

者」という。）の判断によるものとする。 
 
（自販機鍵の貸与） 
第３条 乙は、前条の飲料の使用を可能とするため、甲に対し自販機鍵を貸与することと

する。 
２ 甲は、自販機鍵を管理者の責任において保管・管理し、覚書締結時及び異動などによ

る交代時に、管理者を乙へ報告するものとする。 
 
（提供結果の通知） 
第４条 甲は、第２条に基づき、飲料を災害の被災者及び施設利用者に提供した場合は、

後日速やかに乙に使用結果を通知するものとする。 
 
（協定期間） 
第５条 本覚書の有効期間は、自販機設置に係る甲乙間の賃貸借契約期間に従う。 
 
（協議） 
第６条 この覚書に定めのない事項あるいは覚書の実施に関して必要な事項については、

その都度甲乙間で協議して定めるものとする。 
 

 
 
  



 

 

 
 
 本覚書締結の証として、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各１通を保持す 
る。 
 
 
 
 

令和 年 月 日 
 

  さいたま市中央区新都心２番地２ 
甲 埼玉県 
 
  埼玉県男女共同参画推進センター 
   所 長  田 島  優 子    印 
 
 

 
乙  
 
 
                    印 
  
 
 



 

 

別表 
 

設置場所 鍵番号 賃貸借契約期間 

埼玉県男女共同参画推進セ

ンター４階 
 

令和８年４月１日～ 
令和１３年３月３１日 

 
 


